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令和４年１０月６日 

第３次大津市文化振興計画を策定しました。 

 

 この度、「第３次大津市文化振興計画」を策定しましたので、お知らせします。 

 

１ 第３次大津市文化振興計画について 

（１）計画策定の趣旨 

現在「大津市総合計画第２期実行計画」に基づき、歴史・文化遺産の保全・発信や文化

・芸術に親しめる環境づくりを進めております。 

令和４年４月からは文化財保護行政及び歴史博物館を教育委員会から市長部局に移管

し、文化行政の一元化を図ることで、歴史文化の保存・活用を推進しておりこれからの文

化施策を進めていくための指針となる「第３次大津市文化振興計画」を策定しました。 

（２）基本理念と基本目標 

【基本理念】湖都大津の文化に親しみ、育み、活かす まちづくり 

➢ 基本目標１ 文化芸術に親しむ場づくり 

施策(1)誰もが文化芸術に親しめる環境の充実 

施策(2)豊かな歴史文化資源の調査研究と保存・活用 

➢ 基本目標２ 文化芸術を支える人づくり 

施策(1)文化芸術の担い手、つなぎ手の育成・支援   

施策(2)未来を担う子どもへの文化活動の促進 

➢ 基本目標３ 文化芸術を活性化させる仕組みづくり 

施策(1)文化芸術活動の情報発信 

施策(2)関連分野、他分野との連携と創造的な文化活動への支援 

（３）計画期間 

令和４年度から令和８年度までの５年間 

（４）その他 

   本計画は市ホームページで公開しておりますので、下記からご覧いただけます。な

お、冊子をご希望の場合は、大津市文化振興課にお問合せください。（部数に限りがあり

ます。10月中旬完成予定）

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1119/g/keikaku/50833.html  

お問い合わせ先 

担当者 文化振興課     担当： 河村 椚座
くぬぎざ

 

連絡先 077-528-2733 内線 2570 
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